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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の電極基板と、該一対の電極基板間に配置され、ホモジニアス型液晶材料からなる液
晶層とを備え、
一方の電極基板は、互いに交差するように設けられた複数の走査配線および複数のデータ
配線と、少なくとも前記複数の走査配線上に設けられた絶縁層と、前記複数の走査配線お
よび前記複数のデータ配線間の各交差部毎に、それぞれ、該交差部近傍に位置する走査配
線の少なくとも一部に前記絶縁層を介して重なるように設けられ、前記交差部を通る走査
配線の信号に基づいてスイッチング作動するスイッチング素子を介し、前記交差部を通る
データ配線に接続された画素電極とを有し、
他方の電極基板は、対向電極を有し、
同一走査配線上の各画素電極の極性を互いに等しくかつ同一データ配線上の各画素電極の
極性を所定数の走査配線毎に交互に反転させるライン反転駆動を行うようにした液晶表示
装置であって、
前記一対の電極基板の前記液晶層との各界面に、該界面近傍における液晶層の液晶分子の
配向方向を前記走査配線に略平行でかつ互いに略１８０°の角度をなす方向に規制する配
向処理が施されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
一対の電極基板と、該一対の電極基板間に配置され、ホモジニアス型液晶材料からなる液
晶層とを備え、
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一方の電極基板は、互いに交差するように設けられた複数の走査配線および複数のデータ
配線と、少なくとも前記複数のデータ配線上に設けられた絶縁層と、前記複数の走査配線
および前記複数のデータ配線間の各交差部毎に、それぞれ、該交差部近傍に位置するデー
タ配線の少なくとも一部に前記絶縁層を介して重なるように設けられ、前記交差部を通る
走査配線の信号に基づいてスイッチング作動するスイッチング素子を介し、前記交差部を
通るデータ配線に接続された画素電極とを有し、
他方の電極基板は、対向電極を有し、
同一データ配線上の各画素電極の極性が互いに等しくかつ同一走査配線上の各画素電極の
極性が所定数のデータ配線毎に交互に反転するライン反転駆動を行うようにした液晶表示
装置であって、
前記一対の電極基板の前記液晶層との各界面に、該界面近傍における液晶層の液晶分子の
配向方向を前記データ配線に略平行でかつ互いに略１８０°の角度をなす方向に規制する
配向処理が施されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載の液晶表示装置において、液晶層は、同一画素内に、走査配線および
データ配線を跨いで隣接する画素間に亘るように設けられた複数のドメインを有し、各電
極基板に対する配向処理は、それぞれ、該配向処理の規制方向が隣接ドメイン間において
互いに略１８０°の角度をなすように施されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
請求項１，２又は３記載の液晶表示装置において、両電極基板の画素対応部分がそれぞれ
透明に設けられていることを特徴とする液晶表示装置
【請求項５】
請求項１，２又は３記載の液晶表示装置において、一方の電極基板の画素対応部分が透明
に設けられ、他方の電極基板上の電極における画素対応部分の少なくとも一部は、光反射
体からなることを特徴とする液晶表示装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話、カーナビゲーション等の中小型高精細モニタとして使用されるアク
ティブマトリクス型の液晶表示装置に関し、特にライン反転駆動に伴って隣接画素電極間
に生じる横電界によるリバースチルトドメインの発生を抑える対策に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年では、情報インフラの日々の発展に伴い、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ビデ
オカメラ、カーナビゲーション等の機器が人々の生活に深く浸透してきている。そして、
それらの機器の大部分に、液晶表示装置が採用されていることはよく知られている。この
液晶表示装置には、機器本体の扱う情報量の増加に伴い、より多くの情報を高品位に表示
できるようにすることが望まれており、高輝度化、高コントラスト化、多色化、高精細化
などに対する市場の要求は日々高まっている。
【０００３】
これらの要求に応える技術の１つとして、画素の開口率を高めるようにしたものがあり、
その一例として、例えば、特許文献１に記載されたものが知られている。このものは、ス
イッチング素子としてＴＦＴを用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置において、
ＴＦＴのゲート電極およびソース電極にそれぞれ接続されるゲート線（走査配線）および
ソース線（データ配線）を、絶縁層で覆い、この絶縁層を介してゲート線およびソース線
の各一部に画素電極をオーバラップさせ、これにより、隣接する画素電極間の間隔を小さ
くして開口率を向上させるようになされている。
【０００４】
一方、上記のようなアクティブマトリクス型液晶表示装置では、一般に、直流駆動を行う
と不純物イオンが液晶層ないし電極基板上の配向膜中に偏在して液晶分子の分極が起こり
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、電圧‐透過率特性が変化するという、いわゆる焼付け現象が起こることから、それを防
ぐために、交流駆動により常に液晶の電位をリフレッシュするようになされている。また
、全フィールドを同電位で駆動すると、極性反転による光透過率の微小変化がフリッカと
なって見えやすい。そこで、１ライン毎又は複数ライン毎に極性を反転してフリッカをキ
ャンセルするようにしたライン反転駆動が一般に多く用いられている。
【０００５】
図１４の斜視図は、ＴＦＴを用いた従来の液晶表示装置において、表示画面の水平方向お
よび垂直方向にマトリクス状に並ぶようにＴＦＴ基板１０上に配置された画素電極１１，
１１，…の水平ライン駆動時の極性の状態の一例を模式的に示している。ここでは、水平
方向（一般に、ゲート線方向）に並んだ画素電極１１，１１，…は互いに同極性であり、
垂直方向（一般に、ソース線方向）に並んだ画素電極１１，１１，…では、ゲート線１ラ
イン毎に極性が交互に反転する。そして、液晶層は、ホモジニアス型液晶材料（水平配向
液晶材料）からなっている。また、ＴＦＴ基板１０およびＣＦ基板２０（カラーフィルム
基板）の各液晶層側表面には配向膜が形成されており、各配向膜には、同図に矢印で示す
ように、ソース線に平行でかつ互いに１８０°の角度をなす方向のラビング処理が施され
ている。尚、ライン反転駆動としては、同図に示した場合とは逆に、水平方向に交互極性
反転し、垂直方向に同極性の画素電極が並ぶようにした垂直ライン反転駆動もある。
【０００６】
【特許文献１】
特開昭５８－１７２６８５号公報（第１頁、第６－９図）
【特許文献２】
特開平１１－１９４３４２号公報（第５頁、第２図、第４図、第５図）
【特許文献３】
特開平６－１１７１５号公報（第１頁、図１）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のようなライン反転駆動が行われると、それに伴い、極性の互いに異なる
隣り合う画素電極１１，１１間に、対向電極に対する電位差の略２倍の電位差が発生し、
このことで、それら両画素電極１１，１１間には、強い横電界が発生する。このとき、上
記従来の液晶表示装置では、その横電界の影響を受けて、本来の液晶分子の配向とは異な
る方向に配列したドメインが発生するという問題がある。
【０００８】
以下、そのようなドメインの発生メカニズムを、図１５に基づいて詳しく説明する。同図
は、従来の液晶表示装置における液晶パネルのソース線方向に隣接する互いに極性の異な
る隣接画素電極１１，１１間の部分を拡大して示す断面図である。尚、以下の説明では、
同図の「左」、「右」、「上」および「下」を、それぞれ、単に「左」、「右」、「上」
および「下」とする。また、ここでは、右側の画素電極１１の極性、対向電極２１の極性
（電位）および左側の画素電極１１の極性を、それぞれ、「＋」、「０」および「－」と
している。
【０００９】
各液晶分子３１は、電圧無印加時には、各液晶分子３１は、左右方向に延びかつ右端側を
少しだけ上方に変位させて傾いた状態に配列する。これに駆動電圧を印加したとき、３つ
の電極１１，１１，２１の間には同図に矢印で示すような電位線が発生し、それに伴い、
各液晶分子３１は分子長軸を電位線に揃えようとする。その際に、各画素電極１１上にお
いて横電界の電位線の影響を受けない領域の各液晶分子３１と、左側画素電極１１におけ
る右端部上の液晶分子３１とは、プレチルトに規制された状態のままで立ち上がる。これ
に対し、右側の画素電極１１における左端部上の液晶分子３１は、プレチルトの規制とは
逆に、左端側を上方に変位させた状態に立ち上がる。これがリバースチルトドメインであ
る。
【００１０】
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このようなリバースチルトドメインと、正常配向部との境界では、液晶分子３１，３１，
…の配向が不連続となるため、特に黒表示において光が抜けることでコントラストが低下
する。さらに、リバースチルトドメインでは、本来の配向とは視角特性が異なるため、斜
めから画面を見た際の画質が損なわれる。
【００１１】
特に、高精細の液晶表示装置では、隣接画素間の距離が短いために横電界が強くなってド
メインが多く発生する上、画素が微細であることから画素面積に対するドメイン面積の比
率が高く、これらの結果、表示品位が大きく損なわれることになる。
【００１２】
尚、このようなドメインの対策として、例えば、特許文献２に記載されているように、Ｔ
ＦＴ基板およびＣＦ基板の各配向膜に対するラビング処理を、横電界の電位線に略平行で
かつ互いに略１８０°の角度をなす方向に施すようにする場合に、液晶層の液晶材料とし
て、垂直配向液晶材料を用いたＥＣＢモード（複屈折制御モード）を採用してドメイン量
を減らすようにした技術が提唱されているが、この場合には、垂直配向液晶材料が高粘度
であることから、生産性が損なわれる上、応答速度が遅くなり、また材料の選択の幅が狭
いことから、希望する波長分散特性のブレンドが調合しにくく、高い色再現性を実現する
のが難しいという別の問題がある。
【００１３】
また、ゲート線ないしソース線を画素電極と同じ層に配置するようにした液晶表示装置で
は、隣接する画素電極間に、ゲート線やソース線、補助容量線のメインの配線とは別に、
第４の配線部分を配置して電位を誘導するようにしたもの（特許文献３）もある。
【００１４】
本発明は、斯かる諸点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、ゲート線ないしソ
ース線が画素電極の下層に配置され、ライン反転駆動するようにしたアクティブマトリク
ス型の液晶表示装置において、配向処理に工夫を加えることで、ホモジニアス型液晶材料
を採用しつつ、隣接する画素電極間に生じる強い横電界によるリバースチルトドメインの
発生を抑えられるようにすることにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成すべく、本発明では、水平配向ＥＣＢモードの水平ライン反転駆動の場
合には水平方向（ゲート線方向）に、また垂直ライン反転駆動の場合には垂直方向（ソー
ス線方向）に、それぞれ、配向処理を施すようにした。
【００１６】
具体的には、請求項１の発明では、一対の電極基板と、この一対の電極基板間に配置され
ていて、ホモジニアス型液晶材料からなる液晶層とを備えており、一方の電極基板は、互
いに交差するように設けられた複数の走査配線および複数のデータ配線と、少なくとも前
記複数の走査配線上に設けられた絶縁層と、前記複数の走査配線および前記複数のデータ
配線間の各交差部毎に、それぞれ、該交差部近傍に位置する走査配線の少なくとも一部に
前記絶縁層を介して重なるように設けられていて、前記交差部を通る走査配線の信号に基
づいてスイッチング作動するスイッチング素子を介し、前記交差部を通るデータ配線に接
続された画素電極とを有しており、同一走査配線上の各画素電極の極性を互いに等しくか
つ同一データ配線上の各画素電極の極性を所定数の走査配線毎に交互に反転させるライン
反転駆動を行うようにした液晶表示装置を前提としている。
【００１７】
そして、前記一対の電極基板の前記液晶層との各界面には、該界面近傍における液晶層の
液晶分子の配向方向を前記走査配線に略平行でかつ互いに略１８０°の角度をなす方向に
規制する配向処理が施されているものとする。
【００１８】
上記の構成において、液晶層の液晶分子は、電圧無印加状態では、配向処理により、走査
配線に平行でかつ長軸方向一端側（配向方向前端側）から立ち上がった状態に配列する。
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【００１９】
これに駆動電圧が印加されたときには、対向電極と画素電極との間に電位線が発生すると
ともに、同一データ配線上の隣接画素電極間（１ライン反転駆動の場合）には、強い横電
界が発生する。
【００２０】
このとき、各画素電極上の液晶分子は、横電界の電位線の方向（データ配線方向）に略直
交する方向である走査配線方向に配向しているので、画素電極および対向電極間の電位線
によりプレチルトに規制された状態のままで立ち上がりつつ、横電界の電位線によって連
続的に横方向（基板に平行な方向）に配向を変化させることになる。よって、液晶分子が
プレチルトの規制とは反対側の端部側（配向方向後端側）から立ち上がるという事態が回
避されるので、画素電極における隣接画素電極側の端部上でのリバースチルトドメインの
発生は抑えられることになる。
【００２１】
尚、上記の作用は、２ライン反転や３ライン反転など、所定数の走査配線毎に同一データ
配線上の画素電極の極性を反転させるようにした複数ライン反転の場合にも営まれる。つ
まり、同一データ配線上に並ぶ複数の画素電極において、隣接する画素電極の極性反転は
、２ライン或いは３ライン置きに発生することになり、その極性の相異なる画素電極間の
横電界による配向乱れは、液晶の配向がライン（この発明の場合には、走査配線）に平行
であるＥＣＢモードとすることで大幅に改善される。
【００２２】
請求項２の発明では、一対の電極基板と、この一対の電極基板間に配置されていて、ホモ
ジニアス型液晶材料からなる液晶層とを備えており、一方の電極基板は、互いに交差する
ように設けられた複数の走査配線および複数のデータ配線と、少なくとも前記複数のデー
タ配線上に設けられた絶縁層と、前記複数の走査配線および前記複数のデータ配線間の各
交差部毎に、それぞれ、該交差部近傍に位置するデータ配線の少なくとも一部に前記絶縁
層を介して重なるように設けられていて、前記交差部を通る走査配線の信号に基づいてス
イッチング作動するスイッチング素子を介し、前記交差部を通るデータ配線に接続された
画素電極とを有しており、同一データ配線上の各画素電極の極性が互いに等しくかつ同一
走査配線上の各画素電極の極性が所定数のデータ配線毎に交互に反転するライン反転駆動
を行うようにした液晶表示装置を前提としている。
【００２３】
そして、前記一対の電極基板の前記液晶層との各界面には、該界面近傍における液晶層の
液晶分子の配向方向を前記データ配線に略平行でかつ互いに略１８０°の角度をなす方向
に規制する配向処理が施されているものとする。
【００２４】
つまり、この発明は、請求項１における「走査配線」および「データ配線」を、それぞれ
、「データ配線」および「走査配線」に置き換えたものである。
【００２５】
請求項３の発明では、請求項１および２の発明において、液晶層が、同一画素内に、走査
配線およびデータ配線を跨いで隣接する画素間に亘るように設けられた複数のドメインを
有する場合に、各電極基板に対する配向処理は、それぞれ、該配向処理の規制方向が隣接
ドメイン間において互いに略１８０°の角度をなすように施されているものとする。
【００２６】
つまり、請求項１および２の発明での作用は、この発明のように、液晶セルが複数の配向
領域に分割されてなるマルチドメインセルであり、かつ、その配向分割ラインが走査配線
およびデータ配線に重ならない場合にも、同様に営まれる。この場合も、各領域の配向が
配線（請求項１を引用する場合には走査配線、請求項２を引用する場合にはデータ配線）
に平行なＥＣＢモードであることが前提となる。
【００２７】
請求項４の発明では、請求項１～３の発明において、両電極基板の画素対応部分がそれぞ
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れ透明に設けられているものとする。つまり、この場合には、液晶表示装置は、液晶パネ
ルの片側に面光源を配置してその反対側から直視鑑賞する方式、液晶パネルの透過光をス
クリーンなどに投射してその投射映像を鑑賞する方式、液晶パネルの片側に反射板を配置
してその反対側から外光の反射を鑑賞する方式などとして使用される。
【００２８】
請求項５の発明では、請求項１～３の発明において、一方の電極基板の画素対応部分が透
明であり、他方の電極基板上の電極における画素対応部分の少なくとも一部は、光反射体
からなるものとする。つまり、この場合には、液晶表示装置は、液晶パネル外部の反射板
の不要な反射型、又は画素内の透過領域と反射領域とを有する半透過型である。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
【００３０】
（実施形態１）
図２および図３は、本発明の実施形態１に係る透過型液晶表示装置の液晶パネルにおける
要部の縦断面構成を模式的に示しており、この液晶表示装置は、液晶パネルの片面側に面
光源が配置されていて、液晶パネルに対し、面光源とは反対の側から直視鑑賞するように
したものや、液晶パネルの透過光をスクリーンなどに投射してその投射映像を鑑賞するよ
うにしたもの、液晶パネルの片面側に反射板が配置されていて、その反射板とは反対の側
から外光の反射を鑑賞するようにしたものなどとして使用される。尚、以下の説明では、
同各図の「左」、「右」、「上」および「下」を、それぞれ、単に「左」、「右」、「上
」および「下」とする。
【００３１】
上記の液晶パネルは、画素毎に設けられた透明の画素電極１０１およびＴＦＴ１０２を有
する電極基板としてのＴＦＴ基板１００と、透明の対向電極２０１を有していて、ＴＦＴ
基板１００に対し所定のギャップ（例えば、３．７μｍ）を形成するように平行に貼り合
わされた電極基板としてのＣＦ基板２００（カラーフィルタ基板）と、ホモジニアス型液
晶材料（例えば、複屈折ΔｎがΔｎ＝０．０９４であるメルク社製の「ＺＬＩ－４７９２
〔カイラル剤無し品し〕」）からなっていて、ＴＦＴ基板１００とＣＦ基板２００との間
の隙間に配置された液晶層３００とを備えている。
【００３２】
ＴＦＴ基板１００は、透明なガラス基板１０３（基板サイズは、例えば９．３９８ｃｍ〔
＝３．７ｉｎｃｈ〕）を有しており、このガラス基板１０３のＣＦ基板２００側（図２お
よび図３の上側）の面上には、図４に示すように、各々、表示画面の水平方向（同図の左
右方向）に延びる複数の走査配線としてのゲート線１０４，１０４，…と、各々、表示画
面の垂直方向（同図の上下方向）に延びる複数のデータ配線としてのソース線１０５，１
０５，…とがそれぞれ配置されている。ＴＦＴ１０２，１０２，…は、それぞれ、ゲート
線１０４，１０４，…とソース線１０５，１０５，…との各交差部近傍に配置されていて
、対応するゲート線１０４に接続されたゲート電極１０６と、対応するソース線１０５に
接続されたソース電極１０７と、対応する画素電極１０１に接続されたドレイン電極１０
８とを有してなる。その際に、ゲート電極１０６と、ソース電極１０７およびドレイン電
極１０８との間には、透明なゲート絶縁膜１０９がゲート線１０４，１０４，…とソース
線１０５，１０５，…とを互いに絶縁するように設けられている。さらに、ゲート線１０
４，１０４，…、ソース線１０５，１０５，…およびＴＦＴ１０２，１０２，…の上には
、透明な絶縁層１１０が設けられている。
【００３３】
画素電極１０１，１０１，…は、上記の絶縁層１１０上に配置されていて、該絶縁層１１
０を基板法線方向に貫通するように設けられたコンタクトホールプラグによりＴＦＴ１０
２のドレイン電極１０８に接続されている。また、ゲート線１０４，１０４，…およびソ
ース線１０５，１０５，…が絶縁層１１０に覆われていることから、各画素電極１０１は



(7) JP 4095872 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

、該画素電極１０１周りに位置するゲート線１０４，１０４およびソース線１０５，１０
５の各一部に重なる（図２参照）ように設けられており、このことで、ゲート線方向およ
びソース線方向に隣接する画素電極１０１，１０１間の間隔寸法は、それぞれ、ゲート線
１０４およびソース線１０５の各配線幅よりも小さくなされている。尚、図２および図３
においては簡単のため画素電極１０１を２つのみ図示してあるが、実際のディスプレイで
は一辺数十～数千の画素電極１０１，１０１，…がマトリクス状に配置されている。これ
ら画素電極１０１，１０１，…および絶縁層１１０上には、ＴＦＴ基板１００の液晶層３
００との界面近傍における液晶分子の配向方向を規制するために、所定の方向にラビング
処理されてなる配向膜１１１（例えば、ポリイミド系）が設けられている。
【００３４】
一方、上記ＣＦ基板２００も、ＴＦＴ基板１００の場合と同様の透明なガラス基板２０２
を有しており、対向電極２０１は、ガラス基板２０２におけるＴＦＴ基板１００側（図２
および図３の下側）に配置されている。この対向電極２０１上には、図外のカラーフィル
タ層が設けられており、そのカラーフィルタ層上には、ＣＦ基板２００の液晶層３００と
の界面近傍における液晶分子の配向方向を規制するために、所定の方向にラビング処理さ
れてなる配向膜２０３（例えば、ポリイミド系）が設けられている。
【００３５】
さらに、図示は省略するが、ＣＦ基板２００のガラス基板２０２におけるＴＦＴ基板１０
０とは反対の側（ガラス基板２０２の上側）には、該ＣＦ基板２００側の配向膜２０３に
おける上記ラビング処理の方向に対し、直交する方向に７０ｎｍの遅相軸を有する一軸位
相差フィルムが配置されており、この一軸位相差フィルム上には、偏光板がその吸収軸と
上記ラビング処理方向とが４５°の角度をなすように配置されている。また、ＴＦＴ基板
１００のガラス基板１０３におけるＣＦ基板２００とは反対の側（ガラス基板１０３の下
側）には、偏光板がその吸収軸を上記偏光板の吸収軸に直交させるように配置されている
。
【００３６】
また、本液晶表示装置は、図４の平面図に示すように、ゲート線１０４，１０４，…およ
びソース線１０５，１０５，…に接続されていて、同一ゲート線１０４上の各画素電極１
０１の極性を互いに等しくかつ同一ソース線１０５上の各画素電極１０１極性をゲート線
１ライン毎に反転させるようにライン反転駆動するドライバ回路（図示せず）などを備え
ている。
【００３７】
そして、本実施形態では、図１の斜視図に矢印で示すように、ＴＦＴ基板１００側の配向
膜１１１に対するラビング処理と、ＣＦ基板２００側の配向膜２０３に対するラビング処
理とは、ゲート線１０４，１０４，…に平行でかつ互いに１８０°の角度をなす方向に施
されており、このことで、ＴＦＴ基板１００の液晶層３００との界面近傍における液晶層
の液晶分子の配向方向と、ＣＦ基板２００の液晶層３００との界面近傍における液晶層の
液晶分子の配向方向とを、ゲート線１０４，１０４，…に平行でかつ互いに１８０°の角
度をなす方向に規制するようになっている。
【００３８】
次に、上記のように構成された液晶表示装置の製造方法を説明する。先ず、ガラス基板１
０３上に、ＴＦＴ１０２，１０２，…、ゲート線１０４，１０４，…、ソース線１０５，
１０５，…を公知の手段によって形成する。それらの上に、アクリル樹脂の絶縁層１１０
を形成した後、各ＴＦＴ１０２のドレイン電極１０８上の絶縁層１１０を部分的に除去し
、対応するドレイン電極１０８とコンタクトするように各画素電極１０１を形成する。然
るべき後、ポリイミド系材料を塗布して配向膜１１１を形成し、その配向膜１１１に対し
、レーヨン系の布でもってソース線１０５，１０５，…に平行な方向に擦るラビング処理
を施す。
【００３９】
一方、ＣＦ基板２００については、ガラス基板２０２上に対向電極２０１を形成し、その
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上に、ポリイミド系材料を塗布して配向膜２０３を形成する。そして、貼合せ後の互いの
ラビング方向がＴＦＴ基板１００と反平行方向になるように、ＴＦＴ基板１００の場合と
同様にしてラビング処理を施す。
【００４０】
次に、ＴＦＴ基板１００の配向膜１１１と、ＣＦ基板２００の配向膜２０３とを対向させ
て、それらＴＦＴ基板１００およびＣＦ基板２００を貼り合わせ、これに、液晶材料を注
入する。その後、ＣＦ基板２００におけるＴＦＴ基板１００とは反対側の面上に、一軸位
相差フィルムをその遅相軸がラビング方向に直交する状態に配置し、その上に、偏光板を
、その吸収軸がラビング方向と４５°の角度をなす状態に配置する。また、ＴＦＴ基板１
００におけるＣＦ基板２００とは反対側の面上には、別の偏光板を、その吸収軸がＣＦ基
板１００側の偏光板の吸収軸に直交する状態に配置する。
【００４１】
このようにして完成した液晶表示パネルに、ゲート１ライン毎に各ソース線１０５上の画
素電極１０１，１０１，…の極性が反転するようにゲート線１０４，１０４，…およびソ
ース線１０５，１０５，…を駆動するドライバ回路を取り付ける。以上により、本実施形
態に係る液晶表示装置が得られる。
【００４２】
ここで、上記のように構成された液晶表示装置の作動について説明する。液晶層３００の
液晶分子は、分子長軸方向に正の誘電異方性を有するので、電圧無印加状態では、配向処
理により、ゲート線１０４，１４０，…に平行でかつ長軸方向一端側（ラビング方向側）
が少し立ち上がった状態に配列する。
【００４３】
これに駆動電圧が印加されたとき、対向電極２０１と各画素電極１０１との間に電位線が
発生することから、とともに、液晶層３００の液晶分子は、基本的には、画素電極１０１
と対向電極２０１との間の電位差に応じて連続的に基板１００，２００に垂直な方向へと
配列方向を変化させ、これにより、液晶層３００を透過する光の位相が変化して偏光板と
の併用により透過光の光量が変調され、これらの結果、画像が表示されることとなる。そ
の際に、ソース線方向に隣接する各画素電極１０１，１０１間では、極性が互いに異なっ
ているので、強い横電界が生じる。
【００４４】
このとき、各画素電極１０１上の液晶分子は、上記横電界の電位線の方向に略直交する方
向であるゲート線方向に配向しているので、該横電界によって連続的に横方向（基板１０
０，２００に平行な方向）に配向を変化させることになり、プレチルトに規制される方向
とは逆の方向に立ち上がるという縦方向（基板１００，２００に垂直な方向）での配向変
化は生じない。よって、各画素電極１０１におけるゲート線方向に隣接する画素電極１０
１側の端部上でのリバースチルトドメインの発生は抑えられることになる。
【００４５】
したがって、本実施形態によれば、１Ｈライン反転駆動するようにしたアクティブマトリ
クス型の透過型液晶表示装置において、垂直配向液晶材料を用いた垂直配向ＥＣＢモード
ではなく、水平配向液晶材料を用いた水平配向ＥＣＢモードを採用するとともに、ＴＦＴ
基板１００の配向膜１１１およびＣＦ基板２００の配向膜２０３に対するラビング処理を
、ゲート線１０４，１０４，…に平行でかつ互いに１８０°の角度をなす方向に施すよう
にすることにより、垂直配向液晶材料を用いた場合のような移行生産性の低下を伴うこと
なく、ソース線方向に隣接する各画素電極１０１，１０１間の横電界によるドメインの発
生を抑えて表示画面のコントラストを向上させ、画像などの情報を高品位に表示すること
ができる。
【００４６】
尚、上記の実施形態では、配向膜１１１，２０３を設けるとともに、それら配向膜１１１
，２０３にラビング処理することで、ＴＦＴ基板１００およびＣＦ基板２００の各液晶層
側表面に対する配向処理を施すようにしているが、本願発明の配向処理としては、公知の
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技術を適宜採用することができる。
【００４７】
また、上記の実施形態では、液晶層３００が単一のドメインを有する場合について説明し
ているが、図５の断面図に示すように、各液晶セルが、配向分割ライン４００、４００，
…でもって複数の配向領域に分割されてなるマルチドメインセルである場合にも、それら
配向分割ライン４００，４００，…がゲート線１０４，１０４，…およびソース線１０５
，１０５，…に重ならないパターンである限り、同様の作用効果が得られる。
【００４８】
ここで、上記マルチドメインセルの場合の一例として、３つの変形例１～変形例３を、そ
れぞれ、図６（ａ）～図６（ｃ）の平面図に示す。尚、同各図には、二点鎖線で区画して
ドメインを示しており、各変形例におけるラビング方向は、斑点の付されたドメインでは
図の上方向、白抜きのドメインでは図の下方である。図６（ａ）の変形例１では、各液晶
セルは、表示画面の垂直方向中央において垂直方向に２分割されてなる２つのドメインを
有する。図６（ｂ）の変形例２では、各液晶セルは、水平方向中央において水平方向に２
分割されてなる２つのドメインを有する。図６（ｃ）の変形例３では、各液晶セルは、画
素の対角を通る直線部分において他の対角を通る直線の方向に２分割されてなる２つのド
メインを有する。
【００４９】
また、上記の実施形態では、１水平ライン反転駆動の場合について説明しているが、本発
明は、２ラインや３ラインなど、複数ライン反転駆動の場合にも適用することができ、さ
らには、垂直ライン反転駆動の場合にも適用することができる。但し、垂直ライン反転駆
動の場合には、強い横電界の電位線は、ソース線方向ではなく、ゲート線方向に生じるの
で、ラビング方向は、ゲート線１０４，１０４，…ではなく、ソース線１０５，１０５，
…に平行となる。
【００５０】
また、上記の実施形態では、ゲート線１０４，１０４，…およびソース線１０５，１０５
，…が共に絶縁層１１０を介して画素電極１０１，１０１，…の下層に配置されている場
合について説明しているが、本発明は、ゲート線１０４，１０４，…のみが画素電極１０
１，１０１，…の下層に配置されている場合や、垂直ライン反転駆動でかつソース線１０
５，１０５，…のみが画素電極１０１，１０１，…の下層に配置されている場合にも適用
することができる。
【００５１】
また、上記の実施形態では、透過型の液晶表示装置の場合について説明しているが、画素
電極１０１，１０１，…および対向電極２０１のうちの一方を光反射体にて構成し、液晶
層３００を往復する光を鑑賞するようにした反射型の液晶表示装置として用いることもで
きる。この場合には、光反射体ではない電極とその電極基板とを透明にし、この透明の電
極基板側から表示装置を鑑賞することになるのは言うまでも無い。
【００５２】
－配向シミュレーションテスト－
上記構成の液晶セルモデルについて、液晶配向シミュレーションソフト「ＤＩＭＯＳ」（
autronic-Melchers 社製）を使用して行った配向シミュレーションテストについて説明す
る。
【００５３】
ここでは、液晶層の厚さを３．５μｍ、画素電極間の間隔を５μｍに設定した。また、液
晶層に関するパラメータについては、液晶材料である「ＺＬＩ－４７９２（カイラル材無
し）」（メルク社製）のデータを用い、さらに、プレチルト角は２°、液晶と電極との界
面のアンカリングは強アンカリングとし、これを発明例とした。
【００５４】
第１のテストとして、駆動電圧を１．５Ｖ（白表示）～４．５Ｖ（黒表示）の範囲で変化
させる場合に、対向電極の電位を０Ｖとする一方、隣接する２つの画素電極の各電位を、
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それぞれ、－４．５Ｖおよび４．５Ｖにしたとき、つまり、最も強い横電界が生じるとき
の配向の変化をシミュレーションした。その結果を、ゲート線方向に直交する平面での断
面図である図７（ａ）に示す。
【００５５】
また、ＴＦＴ基板側に、偏光板をその吸収軸が液晶配向方向と４５°の角度をなすように
配置するとともに、ＣＦ基板側には、別の偏光板をその吸収軸が前記偏光板の吸収軸に直
交するように配置することとし、ソース線方向の各位置における正面の光透過率〔単位：
％〕を演算した。その結果を、図７（ｂ）の特性図に示す。
【００５６】
尚、図７（ｂ）の横軸は、同図（ａ）のソース線方向における各位置に対応していて、１
目盛りは１μｍであり、最高光透過率は５０％である。また、液晶層には電圧印加後も残
留リタデーションがあることから、上記偏光板構成では黒表示時の光透過率は０％にはな
らない（実際のセル構成では位相差補償板を使用して残留リタデーションを相殺する）が
、ここでは、そのままの偏光板構成で計算しているので、光透過率の値は参考程度に留ま
る。
【００５７】
一方、比較のために、発明例において、ラビング方向を、ソース線に平行な方向に変更し
、その他の点は発明例の場合と同じである液晶セルモデルを比較例とし、この比較例につ
いても、発明例の場合と同じ条件で、配向変化のシミュレーションを行った。その配向変
化後の液晶分子の状態と、ソース線方向の各位置における正面の光透光率とを、それぞれ
、発明例の図７（ａ）および同図（ｂ）に相当する図８（ａ）および同図（ｂ）に示す。
【００５８】
発明例の場合には、図７（ｂ）から判るように、画素電極上に、光抜けを生じさせる部分
は発生しなかった。これは、液晶分子が横電界によって連続的に横方向に配向を変化させ
ているため、ドメイン境界での配向不連続に起因する光抜けが起こらないことによる。尚
、画素間の光抜け部分は、ソース線で遮光されるので、実際、光抜けはほとんど無いこと
になる。
【００５９】
一方、比較例の場合には、図８（ａ）から判るように、右側画素電極の左側端部上の部分
４０１では、液晶分子が横電界の影響で左上に立ち上がっており、該右側画素電極の中央
部上において右上に立ち上がっている部分４０２との境界で配向が不連続である光抜け状
態が発生した。同図（ｂ）では、右側画素電極の左側端部から中央側３～５μｍまでの円
で囲まれた範囲に光抜けがあり、黒輝度の上昇およびコントラストの低下を招くような結
果となっている。
【００６０】
尚、上記の光抜けを遮光するには、両画素間の下層に位置するゲート線の配線幅を必要以
上に広くするか、或いはＣＦ基板側に遮光目的のブラックマトリクス（ＢＭ）を配置する
必要があり、何れにしても、開口率が大幅に低下するために液晶表示装置全体の輝度、コ
ントラスト低下に繋がることになる。
【００６１】
第２のテストとして、発明例において、ソース線方向に隣接する同極性の２つの画素電極
間における配向変化をテストするために行った配向シミュレーションについて説明する。
【００６２】
先ず、ラビング方向側の画素電極の電位を４．５Ｖ（黒表示）とし、これに対し、反ラビ
ング方向側の画素電極の電位を１．５Ｖ（白表示）としたときの配向変化のシミュレーシ
ョンを行った。これは、ソース線方向に隣接する画素電極間において、最も横電界が大き
くなる場合をテストするものである。その結果を、ゲート線方向に直交する平面での断面
図である図９（ａ）に示す。また、ゲート線方向の各位置における正面の光透過率を、同
図（ｂ）に示す。
【００６３】
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この場合には、図９（ｂ）から判るように、右側（ラビング方向側）の画素電極上におい
て、その左側端部から画素電極中央部側１～４μｍに亘る範囲に、光抜け部分が観測され
た。しかし、この部分は白黒の境界部分に当たるため、視覚上、該光抜けは白表示に吸収
されることになり、よって、表示にほとんど影響を及ぼさないと考えられる。
【００６４】
次に、２つの画素電極の電位を、共に４．５Ｖ（黒表示）としたときの配向変化のシミュ
レーションを行った。これは、光抜けが最も目立ちやすい黒表示を行った場合をテストす
るものである。その結果を、それぞれ、図９（ａ）および同図（ｂ）に相当する図１０（
ａ）および同図（ｂ）に示す。
【００６５】
液晶の配向にはリバースチルトは無く、配向状態は連続しており、ドメイン境界に起因す
る光抜け部分は発生しなかった。また、図１０（ｂ）の特性図では、両画素電極間の部分
において光透過率の多少のうねりの発生は見られるものの、図８（ｂ）の比較例の場合と
比較すると、その発生部分の変化幅、明るさ共に遥かに小さい。さらに、この部分は、画
素境界下のゲート線で遮光されるので、実際の光抜けは非常に少ないと推察される。。
【００６６】
以上の配向シミュレーションテストから、発明例では、従来例と比較した場合に、黒輝度
低下と、その黒輝度低下によるコントラスト上昇とが見込めるということが判る。
【００６７】
（実施形態２）
図１１は、本発明の実施形態２に係る半透過型液晶表示装置の液晶パネルにおける要部の
縦断面構成を模式的に示しており、実施形態１の場合と同じ構成要素には同じ符号を付し
て示している。
【００６８】
本実施形態では、各画素は、透過領域と、反射領域とに分割されており、これに伴い、各
画素電極１０１は、透明材料からなる矩形状の透明電極１０１ａと、光反射材料からなっ
ていて、透明電極１０１ａを囲むように形成された反射電極１０１ｂとにより構成されて
いる。
【００６９】
ゲート絶縁膜１０９上の絶縁層１１０における各透過領域の部分は省略されており、各透
明電極１０１ａは、ゲート絶縁膜１０９上に直接に配置されている。一方、反射電極１０
１ｂは、絶縁層１１０上に配置されていて、該絶縁層１１０を基板法線方向に貫通するコ
ンタクトホールプラグを介してＴＦＴ１０２のドレイン電極１０８に接続されている。つ
まり、透過電極１０１ａおよび反射電極１０１ｂ間の境界部分には、段差が形成されてい
る。
【００７０】
ところで、反射モードおよび透過モードの各光路長を互いにマッチングさせるには、透過
領域の液晶層３００の厚さを反射領域の液晶層３００の厚さよりも厚くするのが有効であ
り、透過領域の液晶層３００の厚さが反射領域の液晶層３００の厚さの２倍であることが
最も好ましい。そこで、例えば、反射領域におけるＴＦＴ基板１００およびＣＦ基板２０
０間のギャップが２．５μｍである場合に、絶縁層１１０の層厚を同じく２．５μｍとし
て、透過領域におけるギャップを反射領域のギャップの２倍（５．０μｍ）にするように
している。
【００７１】
液晶層３００は、誘電異方性Δｎが例えばΔｎ＝０．０６５ｎｍである液晶材料（カイラ
ル剤なし）の液晶材料からなっている。尚、上記のような段差のある表面に液晶を配向さ
せる場合、液晶をツイストさせると２つの領域の境界となる段差部にディスクリネーショ
ンが発生しやすい。したがって、ツイスト角０°の水平配向が最も好ましい。
【００７２】
さらに、図示は省略するが、ＣＦ基板２００におけるＴＦＴ基板１００とは反対側の面上
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には、１０３ｎｍの遅相軸を有する一軸位相差フィルムが該遅相軸をラビング方向に平行
にして配置されており、その上には、吸収軸がラビング方向と４５°の角度をなすように
して偏光板が配置されている。一方、ＴＦＴ基板１００におけるＣＦ基板２００とは反対
側の面上には、吸収軸がＣＦ基板２００側の吸収軸に直交するようにして偏光板が配置さ
れている。
【００７３】
上記の液晶パネルには、図１２の平面図に模式的に示すように、１フレームの間では、各
同一ソース線１０５上の画素電極１０１，１０１，…の極性を互いに等しくかつ各同一ゲ
ート線１０４上の画素電極１０１，１０１，…の極性をソース線１ライン毎に異ならせる
データ信号を入力し、次のフレームで各ソース線１０５に対する入力信号の極性を反転さ
せるように１Ｖライン反転駆動するドライバ回路（図示せず）が取り付けられている。尚
、透過領域は反射領域に囲まれていて、隣接画素との間の横電界の影響を受けないため、
駆動によって特性が変化するということはない。また、その他の構成は、実施形態１の場
合と同じであるので説明は省略する。
【００７４】
そして、本実施形態では、図１３の斜視図に矢印で示すように、ＴＦＴ基板１００側の配
向膜１１１に対するラビング処理と、ＣＦ基板２００側の配向膜２０３に対するラビング
処理とは、実施形態１の場合とは異なり、ソース線１０５，１０５，…に平行でかつ互い
に１８０°の角度をなす方向に施されており、このことで、ＴＦＴ基板１００の液晶層３
００との界面近傍における液晶分子の配向方向と、ＣＦ基板２００の液晶層３００との界
面近傍における液晶分子の配向方向とを、ソース線１０５，１０５，…に平行でかつ互い
に１８０°の角度をなす方向に規制するようになっている。
【００７５】
次に、上記構成の液晶表示装置の製造方法を説明する。ガラス基板１０３上に、ＴＦＴ１
０２，１０２，…、ゲート線１０４，１０４，…、ソース線１０５，１０５，…、透明電
極１０１ａ，１０１ａ，…を公知の手段によって形成する。次に、アクリル樹脂の絶縁層
１１０を形成した後、各ＴＦＴ１０２のドレイン電極１０８上の絶縁層１１０の部分と、
透明電極１０１ａ上の絶縁層１１０の部分とを除去し、ドレイン電極１０８と透明電極１
０１ａとにコンタクトするように反射電極１０１ｂを形成する。然るべき後、ポリイミド
系材料を塗布して配向膜１１１を形成し、その配向膜１１１に対し、実施形態１の場合と
は異なり、ゲート線１０４，１０４，…に平行な方向にレーヨン系の布で擦るラビング処
理を施す。
【００７６】
一方、ＣＦ基板２００については、ガラス基板２０２上に対向電極２０１を形成し、その
上に、ポリイミド系材料を塗布して配向膜２０３を形成する。そして、このＣＦ基板２０
０とＴＦＴ基板１００とを貼り合わせた後のラビング方向同士が互いに反平行方向になる
ように、ＴＦＴ基板１００の場合と同様にしてラビング処理を施す。
【００７７】
次に、ＴＦＴ基板１００の配向膜１１１と、ＣＦ基板２００の配向膜２０３とを対向させ
て、それらＴＦＴ基板１００およびＣＦ基板２００を貼り合わせる。これに、液晶材料を
注入する。その後、ＣＦ基板２００におけるＴＦＴ基板１００とは反対側の面上に一軸位
相差フィルムを配置し、その上に、偏光板を配置する。また、ＴＦＴ基板１００における
ＣＦ基板２００とは反対側の面上にも、偏光板を配置する。
【００７８】
このようにして完成した液晶表示パネルに、１Ｖライン反転駆動用のドライバ回路を取り
付けることで、本実施形態に係る液晶表示装置が得られる。
【００７９】
したがって、本実施形態によれば、ＴＦＴ基板１００の各画素電極１０１が透明電極１０
１ａと該透明電極１０１ａを囲むように形成された反射電極１０１ｂとからなっていて、
垂直ライン反転駆動するようにしたアクティブマトリクス型の半透過型液晶表示装置にお
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いて、水平配向液晶材料を用るとともに、ＴＦＴ基板１００の配向膜１１１およびＣＦ基
板２００の配向膜２０３に対し、ソース線１０５，１０５，…に平行でかつ互いに１８０
°の角度をなす方向に施したラビング処理により、ＴＦＴ基板１００およびＣＦ基板２０
０の各液晶層３００との界面近傍における液晶分子を、横電界の電位線に略直交する方向
に配向させることができるので、横電界の影響を受けない透過モード時は勿論、横電界の
影響を受ける反射モード時においても、該横電界によるドメインの発生を抑えて表示画面
のコントラストを向上させ、画像などの情報を高品位に表示することができる。
【００８０】
尚、上記の実施形態では、１垂直ライン反転駆動の場合について説明しているが、本発明
は、２ラインや３ラインなど、複数ライン反転駆動の場合にも適用することができ、さら
には、水平ライン反転駆動の場合にも適用することができる。但し、水平ライン反転駆動
の場合には、強い横電界の電位線は、ゲート線方向ではなく、ソース線方向に生じるので
、ラビング方向は、ソース線１０５，１０５，…ではなく、ゲート線１０４，１０４，…
に平行となる。
【００８１】
また、上記の実施形態では、ゲート線１０４，１０４，…およびソース線１０５，１０５
，…が共に絶縁層１１０を介して画素電極１０１，１０１，…の下層に配置されている場
合について説明しているが、本発明は、ソース線１０５，１０５，…のみが画素電極１０
１，１０１，…の下層に配置されている場合や、水平ライン反転駆動でかつゲート線１０
４，１０４，…のみが画素電極１０１，１０１，…の下層に配置されている場合にも適用
することができる。
【００８２】
－コントラスト比テスト－
上記のように構成された液晶表示装置を発明例とし、これに、黒電圧（４．５Ｖ）および
白電圧（１．５Ｖ）を印加して反射のコントラスト比を測定するようにして行ったテスト
について説明する。
【００８３】
ここで、比較のために、上記の液晶パネルに、発明例のドライバ回路に代えて、各同一ゲ
ート線１０４上の画素電極１０１，１０１，…の極性を互いに等しくかつ各同一ソース線
１０５上の画素電極１０１，１０１，…の極性をゲート線１ライン毎に交互に反転させる
１Ｈライン反転駆動を行うようにしたドライバ回路を取り付け、これを比較例とし、この
比較例についても発明例の場合と同様のテストを行った。
【００８４】
以上の結果、比較例では、１３０であったのに対し、発明例では、３２０のコントラスト
が得られた。
【００８５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、走査配線の少なくとも一部に絶縁層を介
して画素電極をオーバラップさせるとともに、同一データ配線上の画素電極の極性を所定
数の走査配線毎に交互に反転させるライン反転駆動を行うようにしたアクティブマトリク
ス型の液晶表示装置において、液晶層にホモジニアス型液晶材料を用い、各電極基板の液
晶層との界面近傍の液晶分子を、走査配線に略平行にかつ互いに略１８０°の角度をなす
方向に配向させるようにしたので、データ配線方向に隣接する異極性の画素電極間の横電
界に起因するドメインの発生を抑えることができ、よって、液晶層に垂直液晶材料を用い
る場合のような生産性の低下を招くことなく、黒表示の低輝度化によるコントラストの向
上を図ることができる。
【００８６】
請求項２の発明によれば、データ配線の少なくとも一部に絶縁層を介して画素電極をオー
バラップさせるとともに、同一走査配線上の画素電極の極性を所定数のデータ配線毎に交
互に反転させるライン反転駆動を行うようにしたアクティブマトリクス型の液晶表示装置



(14) JP 4095872 B2 2008.6.4

10

20

30

40

において、液晶層にホモジニアス型液晶材料を用い、各電極基板の液晶層との界面近傍の
液晶分子を、データ配線に略平行にかつ互いに略１８０°の角度をなす方向に配向させる
ようにしたので、走査配線方向に隣接する異極性の画素電極間の横電界に起因するドメイ
ンの発生を抑えることができ、よって、液晶層に垂直配向液晶材料を用いる場合のような
生産性の低下を招くことなく、黒表示の低輝度化によるコントラストの向上を図ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態１に係る透過型液晶表示装置における液晶パネルの各電極基板
に対するラビング方向を模式的に示す斜視図である。
【図２】液晶パネルの要部の構成を模式的に示す縦断面図である。
【図３】液晶パネルのＴＦＴ周りの構成を模式的に示す縦断面図である。
【図４】１Ｈライン反転駆動による画素電極の極性を模式的に示す平面図である。
【図５】マルチドメインセルの配向分割ラインを模式的に示す縦断面図である。
【図６】マルチドメインセルの場合の変形例１～変形例３を模式的に示す平面図である。
【図７】発明例においてソース線方向に隣接する２つの画素電極の電位がそれぞれ－４．
５Ｖおよび４．５Ｖであるときの配向シミュレーション結果のゲート線直交平面での断面
（ａ）を同方向の各位置における光透過率の特性（ｂ）と併せて示す図である。
【図８】比較例においてソース線方向に隣接する２つの画素電極の電位がそれぞれ－４．
５Ｖおよび４．５Ｖであるときの配向シミュレーション結果のゲート線直交平面での断面
（ａ）を同方向の各位置における光透過率の特性（ｂ）と併せて示す図７相当図である。
【図９】発明例においてゲート線方向に隣接する２つの画素電極の電位がそれぞれ１．５
Ｖおよび４．５Ｖであるときの配向シミュレーション結果のソース線直交平面での断面（
ａ）を同方向の各位置における光透過率の特性（ｂ）と併せて示す図である。
【図１０】発明例においてゲート線方向に隣接する２つの画素電極の電位が共に４．５Ｖ
であるときの配向シミュレーション結果のソース線直交平面での断面（ａ）を同方向の各
位置における光透過率の特性（ｂ）と併せて示す図９相当図である。
【図１１】本発明の実施形態２に係る半透過型液晶表示装置における液晶パネルの要部の
構成を模式的に示す図３相当図である。
【図１２】１Ｖライン反転駆動による画素電極の極性を模式的に示す図４相当図である。
【図１３】液晶パネルの各電極基板に対するラビング方向を模式的に示す図１相当図であ
る。
【図１４】従来の液晶表示装置における液晶パネルの各電極基板に対するラビング方向を
模式的に示す図１相当図である。
【図１５】磁性の互いに異なる両画素電極間における横電界によりリバースチルトが発生
する状態を模式的に示す縦断面図である。
【符号の説明】
１００　ＴＦＴ基板（一方の電極基板）
１０１　画素電極
１０２　ＴＦＴ（スイッチング素子）
１０４　ゲート線（走査配線）
１０５　ソース線（データ配線）
１１０　絶縁層
１１１　配向膜
２００　ＣＦ基板（他方の電極基板）
２０１　対向電極
２０３　配向膜
３００　液晶層
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